
 
 
 

 

 

対 象…幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校、高等学校を対象と

しています。 

内 容…特別な支援を必要とする幼児児童生徒を担当する先生方、園や学校を

専門的立場から支援します。 

・子どもの理解、対応の方法 

・学習や社会性のつまずきへの支援 

・集団場面、一斉指導における配慮や支援 

・園内研修、校内研修、委員会やケース会議等の支援  等 

相談員…特別支援教育に精通した、市町村立学校及び県立学校の教員です。 

申込み…詳しい手続きについては、下記ＵＲＬを参照いただくか、中南教育事

務所（0172-32-1137）又は、中南地区特別支援連携協議会事務

局（弘前聾学校）（0172-87-2171）までお問い合わせください。 

  http://www.hirosakiro-shien.asn.ed.jp/?page_id=4 

 

 

 

 

 

 

小・中学校 高等学校の先生方へ 
 
 

  
 

中南地区特別支援連携協議会 
 

中南地区では、近隣の各機関で、いつでも発達 
相談・教育相談を、また要請に応じて巡回相談を 
行っています。 

特別な支援を必要とする幼児児童生徒を担当す 
る先生方、園や学校を専門的立場から支援します。 
どうぞお気軽にご相談ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★先生方と、望ましい指導・支援について一緒に考えます。 

 

 

 

教育相談・巡回相談のご案内 

見開きの相談機関一覧をご覧ください 

特別支援教育巡回相談員制度をご活用ください 

中南地区特別支援連携協議会とは・・・ 

特別な支援を必要とするこどもたちとその保護者、関係者等のニーズ

に応じた相談・支援を、中南地区の教育・保健・福祉・医療等の各機関

が連携して行う支援機関のネットワークです。 

事務局 青森県立弘前聾学校そだちとまなびの支援センター 

（ＴＥＬ ８７－２１７１  ＦＡＸ ８７-３５７２） 

ＵＲＬはこちらです↓ 
http://www.hirosakiro-shien.asn.ed.jp/?page_id=46  



 

令和４年度 中南地区の相談機関一覧 
中南地区特別支援連携協議会 

 

機関名 

 
弘前市教育委員会 相談支援チーム（弘前市総合学習センター内） 
教育センター      住所  〒036-8085 弘前市末広４丁目10-1 

電話  0172-26-4802  
平川市未就学児指導教室

（幼児サポート教室） 

平川市立金田小学校 

通級指導教室 

黒石市立黒石小学校 

通級指導教室 

弘前市幼児 
ことばの教室 

弘前市立岩木小学校 
通級指導教室 

弘前市立大成小学校 
通級指導教室 

弘前市立福村小学校 
通級指導教室 

弘前市立東中学校 
通級指導教室 

弘前市立津軽中学校 
通級指導教室 

住 所 

〒036-8182 

弘前市土手町154－1 

〒036-1331 

弘前市大字五代字前田
451 

〒036-8185 

弘前市御幸町13 の1 

〒036-8085 
弘前市末広4丁目10-1 
（弘前市総合学習セン

ター内） 

〒036-8085 
弘前市末広４丁目10-1 
（弘前市総合学習セン

ター内） 

〒036-1313 
弘前市大字賀田1-18-3 
（弘前市中央公民館 

岩木館内） 

〒036-0104 

平川市柏木町藤山16-1 
 

〒036-0242 

平川市猿賀南田15－1 
（尾上総合支所３階） 

〒03６-03８１ 

黒石市大字株梗木字
中渡１番地１ 

電 話 
 

ＦＡＸ 

 

メール 

ＴＥＬ 32-7781 
 
ＦＡＸ 32-7833 
 

TEL（直通）82-2081 
 

ＦＡＸ     〃 

TEL（直通）34−2314 
 

ＦＡＸ    〃 

TEL（直通）27-6333 
 
FAX 27-6737 
 

TEL（直通）28-1797 
 
FAX 26-0559 
 

TEL（直通）
080-4323-4275 
FAX  82-3034 

TEL 44-1111 
（内線1143・1144） 

FAX 44-0068 

TEL（直通）57－5970 
 
FAX（直通）57－5975 
 
hirakawa-tuukyuu@ 
hirakawa02210.bz- 
service.net 

TEL（直通）52-8611 
 
ＦＡＸ    〃 
 
kurosho2@ 

r66.7-dj.com 

主 な 
相 談 
内 容 

・言葉や発達に関す 
 る相談 

・言葉や学習、発達
に関する相談 

・言葉や学習、発達
に関する相談 

・言葉や学習、発達
に関する相談 

・学習、コミュニケ
ーション、情緒等
に関する相談 

・学習、コミュニケ
ーション、情緒等に
関する相談 

・言葉や発達に関す 
る相談や指導 

・言葉や学習、発達に
関すること 

・言葉や学習、発達
に関すること 

相談の 
対 象 

・弘前市内の幼児 ・弘前市内の小学生 
・関係する教員 
・保護者 

・弘前市内の小学生 
・関係する教員 
・保護者 

・弘前市内の小学生 
・関係する教員 
・保護者 

・弘前市内の中学生 
・関係する教員  
・保護者 

・弘前市内の中学生 
・関係する教員  
・保護者 

・平川市、近隣市町
村の幼児 

・平川市、大鰐町、藤崎
町、田舎館村の小学
生、関係する教員等 

・黒石市、藤崎町、 
田舎館村の小学生 

（幼児若干名） 
          

機関名 
青森県発達障害者支援 
センター「わかば」 

（津軽地域） 
青森県弘前児童相談所 

児童発達支援センター 

弘前大清水学園 

そだちとまなびの 
支援センター 

青森県立弘前聾学校 

青森県立 

弘前第一養護学校 

青森県立 

弘前第二養護学校 
青森県立浪岡養護学校 青森県立黒石養護学校 

弘前大学教育学部 

附属特別支援学校 

住 所 

〒037-0069 

五所川原市若葉3 丁目 
4－10 

〒036-8356 

弘前市大字下白銀町
14-2 
（県弘前健康福祉庁舎 

3 階） 

〒036-8163 

弘前市清原4 丁目 
17－1 
 

〒036-8144 
弘前市原ヶ平3丁目3-1 
 

（小・中校舎） 
〒036-8385 

弘前市中別所字140-8 
ＴＥＬ 96-2222 
ＦＡＸ 96-2221 

〒036-8385 
弘前市中別所字向野 
227-6 
 

〒038-1331 
青森市浪岡女鹿沢字平
野215-6 
 

〒036-0411 
黒石市温湯字がむし堤
沢５－３ 
 

〒036-8174 
弘前市富野町1-76 
 

電 話 
 

ＦＡＸ 
 
 

メール 

TEL 0173-26-5254 
 
FAX 0173-26-5255 
 
 
wakaba@aorld.com 

ＴＥＬ 36-7474 
 

ＦＡＸ 36-8726 

ＴＥＬ 34-3166 
 
ＦＡＸ 26-5080 
 
 
osimiz-g@ 
fujiseiboen.or.jp 

ＴＥＬ 87-2171 
 
ＦＡＸ 87-3572 
 
 
soudan-hir.sd@ 

asn.ed.jp 

（高等部校舎） 
〒036-1322 

弘前市駒越字村元75-1 
ＴＥＬ 31-7118 
ＦＡＸ 37-6321 

（共通アドレス） 
hirosaki1-sh@ 

asn.ed.jp 

ＴＥＬ 97-2５11 
 
ＦＡＸ 97-2511 
 
 
hiro-2yo-j@ 

asn.ed.jp 

ＴＥＬ 62-6000 
 
ＦＡＸ 62-1506 
 
 
namioka-sh@ 

asn.ed.jp 

ＴＥＬ 54-8260 
 
ＦＡＸ 54-8261 
 
 
kyoikusodan-kur.sh
@asn.ed.jp 

ＴＥＬ 36-5011 
 
ＦＡＸ 36-5012 
 
 
hufy@ 
hirosaki-u.ac.jp 

主 な 
相 談 
内 容 

・発達障害全般に関
する相談 

・発達障害に関する
情報提供 

 
 

・心身の発達に関す
ること 

・福祉制度の活用に
関すること 

・性格行動、非行等
に関すること 

・子どもの養育に関
すること 

・発達に関すること 
・言葉、運動の個別

相談 
・少人数の親子教室
（ポッポ教室）での
指導と相談 

・「きこえ」や「こと
ば」に関する相談 

・発達や学習に関す
る相談 

・心身の発達に関す
る相談 

・集団生活や家庭生
活に関する相談 

・学習や進路等に関
する相談 

・姿勢や身体の動き 
 に関する相談 
・食事の摂り方に関 
 する相談 
・心身の発達に関す 

る相談 
・学習や進路等に関 

する相談 

・病気や心身の発達
に関する相談 

・集団生活や家庭生
活に関する相談
（不登校等） 

・学習や進路等に関
する相談 

・心身の発達に関する
相談 

・集団生活や家庭生活
に関する相談 

・学習や進路等に関す 
る相談 

・学習、運動、コミ
ュニケーション
に関する相談 

・集団生活や家庭生
活に関する相談 

・就学・進路相談 

相談の 
対 象 

・本人、家族、関係者 
・年齢、診断のある

なし問いません 

・18 歳未満の児童 
・関係する職員 
・保護者 

・主に幼児（障がい 
児以外も対象） 

・小学生 

・幼児、小・中・高
校生 

・関係する職員 
・保護者 

・幼児、小・中・高
校生 

・関係する職員 
・保護者 

・幼児、小・中・高
校生 

・関係する職員 
・保護者 

・幼児、小・中・高
校生 

・関係する職員 
・保護者 

・幼児、小・中・高 
校生 

・関係する職員 
・保護者 

・幼児、小・中・高
校生 

・関係する職員 
・保護者 

［相談窓口］ 子どもの学びの場に関すること

学校生活全般に関すること 

主な相談内容 


